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                       令 和 ８ 年 ３ 月 1 6日 

こども家庭部在宅育児支援担当課  

 

 

乳児等通園支援事業の認可および利用定員の設定に係る意見聴取について 

 

 

１ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園事業） 

 本事業は、保護者の就労にかかわらず、未就園児を対象に、定期的に保育

所や幼稚園を利用できる事業である。区では、区独自に利用上限時間の拡大

や事業者への運営費補助の拡充を行い、令和８年４月から実施する。 

 

  国制度（参考） 区事業 

実施施設 
実施を希望する私立認可保育園、私立幼稚園、地域型保育事

業所など 

対象者 
０歳６か月～満３歳未満 

までの未就園児 

０歳６か月～３歳になる年度末 

までの未就園児 

利用時間  月 10 時間上限  月 48 時間上限 

利用料  300 円程度／時間 無償（当分の間） 

運営費 

補助等 

⑴基本分単価 

 ０歳児：1,700 円/時間 

 1・2 歳児：1,400 円/時間 

⑵加算分単価 

 障害児：600 円/時間 

 要支援家庭：600 円/時間 

 など 

⑴基本分単価 

 国基準のとおり 

 

⑵加算分単価 

 国基準のとおり 

 

⑶利用枠に対する補助 

 5,000 円/１枠 

 

２ 意見聴取の必要性 

区市町村長が児童福祉法に基づき民間事業者が行う乳児等通園支援事業を

「認可」をしようとするとき、また、子ども・子育て支援法に基づく給付の

対象とする「確認」を行うために利用定員を定めようとするときは、子ど

も・子育て支援に係る審議会等の意見聴取を行うこととなっている。 

このため、令和８年４月以降事業開始予定の乳児等通園支援事業の認可お

よび事業所の利用定員の設定について、練馬区子ども・子育て会議において

意見聴取を行うものである。 
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参照条文（一部抜粋） 

 

（児童福祉法第34条の15第４項） 

市町村長は、第２項の認可〔注：国、都道府県および市町村以外の者が乳児

等通園支援事業を行うために必要な市町村長の認可〕をしようとするときは、

あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見

を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見

を聴かなければならない。 

 

（子ども・子育て支援法第54条の２第３項） 

市町村長は、前項の利用定員〔注：乳児等通園支援事業所の利用定員〕を定

めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置

している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者

その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「認可」とは 

国、都道府県および市区町村以外の者から乳児等通園支援事業を行う

ための認可の申請があったときは、区は設備や職員の体制などについて

一定の基準に適合しているかどうかを審査し、基準を満たすと認められ

るときは認可する。その設備や運営の基準は、練馬区乳児等通園支援事

業の設備および運営の基準に関する条例および児童福祉法で定めてい

る。 

 

●「確認」とは 

給付の実施主体である区が、認可事業者を、乳児等支援給付対象事業

者として確認することを言う。確認は、乳児等通園支援事業を行う事業

所ごとに利用定員を定めて行う。 
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● 乳児等通園支援事業認可予定者・認可予定定員 

 

【一般型：16か所】 

名称 所在地 施設種別 事業者 
定

員 

対象歳児 事業開始 

予定月 ０ １ ２ 

ベネッセ中村橋保育園 中村3-3-9 認可保育所 株式会社ベネッセスタイルケア ２ 〇 〇 〇 令和8年4月 

どんぐり山保育園 春日町4-1-13 認可保育所 社会福祉法人ねりま共育ちの会 ５ 〇 〇 〇 令和8年4月 

しろくま保育園 谷原5-16-38 認可保育所 社会福祉法人多摩福祉会 ２  〇 〇 令和8年4月 

なんこう保育園 富士見台4-5-14 認可保育所 社会福祉法人南光会 １ 〇   令和8年5月 

ベネッセ石神井公園保育園 石神井町5-2-23 認可保育所 株式会社ベネッセスタイルケア ２ 〇 〇 〇 令和8年4月 

ChaCha Children Musashiseki 関町東2-9-11 認可保育所 社会福祉法人ChaChaChildren&Co. ２ 〇 〇 〇 令和8年4月 

そあ季の花保育園 
大泉学園町2-22-

14 
認可保育所 社会福祉法人砂原母の会 ２   〇 令和8年5月 

ChaCha Children Oizumi 西大泉5-30-13 認可保育所 社会福祉法人ChaChaChildren&Co. ２ 〇 〇 〇 令和8年4月 

りっこう幼稚園 小竹町2-43-12  幼稚園 学校法人日本力行会 18  〇 〇 令和8年4月 

江古田幼稚園 旭丘1-68-2  幼稚園 学校法人田口学園 ６   〇 令和8年4月 

向南幼稚園 向山2-22-30  幼稚園 学校法人向南学園 11  〇 〇 令和8年4月 

練馬幼稚園 高松1-10-5  幼稚園 学校法人安蔵学園 ２   〇 令和8年4月 
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石神井南幼稚園 下石神井4—21—23 幼稚園 本橋紘一 ３   〇 令和8年9月 

練馬さくらんぼの森保育園 練馬3-22-3 小規模保育事業 株式会社さくらんぼeducation ５  〇 〇 令和8年4月 

豊島園いちご保育園 練馬4-21-20 小規模保育事業 NPO法人ストロベリーフィールド ３ 〇 〇 〇 令和8年4月 

ロビン保育園桜台 豊玉上2-6-7 小規模保育事業 
株式会社アセロメディカルアンドウ

ェルフェア 
３  〇 〇 令和8年4月 

 

【余裕活用型：８か所】 

名称 所在地 施設種別 事業者 
定

員 

対象歳児 事業開始 

予定月 ０ １ ２ 

練馬駅前おひさま保育園 練馬3-18-5 認可保育所 株式会社おひさま ３ 〇 〇 〇 令和8年5月 

木下の保育園春日町 春日町1-13-3 認可保育所 株式会社木下の保育 ３ 〇 〇 〇 令和8年4月 

キッズガーデン練馬関町 関町北2-26-20 認可保育所 株式会社SmileProject ２ 〇   令和8年4月 

愛里武蔵関保育園 関町北4-21-7 認可保育所 株式会社ワコム ３ 〇 〇 〇 令和8年4月 

おひさま保育園 貫井3-23-1 小規模保育事業 株式会社おひさま １  〇 〇 令和8年5月 

保育所まぁむ中村橋向山園 向山1-14-5 小規模保育事業 株式会社WITH ３ 〇 〇 〇 令和8年4月 

立野かがやき保育園 立野町10-38 小規模保育事業 株式会社フォーワード ２ 〇 〇 〇 令和8年5月 

順天堂大学練馬病院保育所ぴの

ぴの 
高野台1-8-15  事業所内保育事業 学校法人順天堂 ２  〇 〇 令和8年4月 

※定員とは１時間あたりの利用定員のことをいう。 
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●実施方法 

一般型 保育所・幼稚園等とは別に定員を設け、受入れを行う 

余裕活用型 保育所等の空き定員の範囲内で受入れを行う 
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乳児等通園支援事業認可予定施設分布図 
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